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■ 産業ごとに、売上高上位企業から累積したうえで、売上高８割の範囲に含まれる法人企業を対象に調査

■ 調査対象企業から、残り売上高２割分の企業を推計、１、２次集計において、法人企業の売上高等を集計

■ ４次集計においては、事業所母集団DBの個人経営企業の売上高を用い、法人企業の売上高とあわせて集計

産業横断調査（企業等に関する集計）

※製造業事業所調査についても基本的な調査設計は同様であり、産業Eに属する法人事業所について、売上高（製造品出荷額
等）の上位９割層を調査対象範囲とし、推計値を含め、その全体（１０割層）を集計範囲としている。

（約140万）

※非調査対象

売上高一定規模以上の企業
（約28万）
※調査対象

全

産

業

個人経営企業法人企業

売上高一定規模以下の企業★
（約160万）

※非調査対象

１、２次集計の集計範囲 ４次集計の集計範囲
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１ 経済構造実態調査の調査対象、推計・集計方法の概要

➢ 調査対象企業から産業3.5
分類・地域区分別に伸び率
を算出。

➢ 当該伸び率を非調査対象の
企業の過去値に掛け合わせ、
個票単位で推計値を作成。

★非調査対象（法人）の推計方法

企業数は改定値ベース
（100万以上は10万単位で表示）
（上位８割の企業数は2024年調査実績）



■ 企業調査支援事業対象企業の傘下事業所について調査を実施

■ 非調査対象の傘下事業所については、企業の売上高等を用いて推計、３次集計において、法人企業の売上高等を集計

■ ４次集計においては、事業所母集団DBの個人経営企業の売上高を用い、法人企業の売上高とあわせて集計

産業横断調査（事業所に関する集計）

（約140万）

※非調査対象

企業調査支援事業対象
（約22万事業所）

※調査対象

全

産

業

個人経営企業法人企業

企業調査支援事業対象以外★
（約290万）

※非調査対象

３次集計の集計範囲 ４次集計の集計範囲
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１ 経済構造実態調査の調査対象、推計・集計方法の概要

➢ 事業所の主業が企業の主業と
関係性が強い場合※１

→「企業伸び率」を事業所の
過去値に掛け合わせ、個票単
位で推計値を作成

➢ 上記以外の場合
→「企業伸び率」に「産業別
伸び率」を加味した伸び率※２

を算出し、事業所の過去値に
掛け合わせ、個票単位で推計
値を作成

★非調査対象（法人）の推計方法

※１ 「企業の主業別事業所売上高」の総和に対する「事業所の売上高」の構成割合が５％以上となる産業（次⾴参照）
※２ 0.5×企業伸び率＋0.5×産業別伸び率

事業所数は改定値ベース
（100万以上は10万単位で表示）



（参考）事業所の推計に用いる産業相関表

事 業 所 の 主 業

企

業

の

主

業

A 農業，林業 「A 農業，林業」、「E 製造業」、「I1 卸売業」 左記以外

B 漁業 「B 漁業」 左記以外

C 鉱業，採石業，砂利採取業 「C 鉱業，採石業，砂利採取業」、「E 製造業」、「I1 卸売業」 左記以外

D 建設業 「D 建設業」、「E 製造業」 左記以外

E 製造業 「E 製造業」、「I1 卸売業」 左記以外

F 電気・ガス・熱供給・水道業
「F 電気、ガス、熱供給、水道業」、「I1 卸売業」、「I2 小売業」、「L 
学術研究、専門･技術サービス業」、「R2 サービス業（他に分類されないも
の）」

左記以外

G1 通信業、放送業、映像・音声・文字情報制作業
「G1 通信業，放送業，映像・音声・文字情報制作業」、「G2 情報サービス
業，インターネット附随サービス業」、「I2 小売業」

左記以外

G2 情報サービス業、インターネット附随サービス業 「G2 情報サービス業，インターネット附随サービス業」 左記以外

H 運輸業、郵便業 「H 運輸業，郵便業」、「R2 サービス業（他に分類されないもの）」 左記以外

I1 卸売業 「I1 卸売業」 左記以外

I2 小売業 「I1 卸売業」、「I2 小売業」 左記以外

J 金融業、保険業 「J 金融業，保険業」、「R2 サービス業（他に分類されないもの）」 左記以外

K1 不動産業 「K1 不動産業」 左記以外

K2 物品賃貸業 「K2 物品賃貸業」 左記以外

L 学術研究、専門･技術サービス業 「L 学術研究、専門･技術サービス業」 左記以外

M1 宿泊業 「M1 宿泊業」 左記以外

M2 飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業 「M2 飲食店，持ち帰り・配達飲食サービス業」 左記以外

N 生活関連サービス業、娯楽業 「N 生活関連サービス業、娯楽業」 左記以外

O1 学校教育 「O1 学校教育」、「P 医療，福祉」 左記以外

O2 その他の教育、学習支援業 「O2 その他の教育，学習支援業」 左記以外

P 医療、福祉 「P 医療，福祉」 左記以外

Q 複合サービス事業 全て※1 －

R2 サービス業（他に分類されないもの）※2 「R2 サービス業（他に分類されないもの）」 左記以外

企業伸び率を採用 企業伸び率に産業別伸び率を
加味した伸び率を採用

※1 「Q 複合サービス事業」は複数の産業にわたって各種のサービスを提供する事業であるため、企業伸び率を採用している。
※2 「R2 サービス業（他に分類されないもの）」は、「政治・経済・文化団体」及び「宗教」を除く。

「企業の主業別事業所売上高」の総和に対する

「事業所売上高」の構成割合が５％以上となる産業

「企業の主業別事業所売上高」の総和に対する

「事業所売上高」の構成割合が５％未満となる産業



〇見直しイメージ

２ 経済構造実態調査の推計・集計方法の見直し
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■ 総務省統計局では、事業所母集団DBの整備のため、統計法第27条に基づき、複数事業所企
業（法人企業）に対して「事業所・企業照会」を実施。

■ 令和９年経済構造実態調査より、事業所・企業照会結果（売上高等）を集計に活用し、結果
精度の向上を図ることとする。

製造業調査については反映しない方
向性？
・調査事項が多岐にわたり総売上高
のみの調査で補完することが技術的
に困難
・元々９割を実測している。

行政記録（労働保険、法人登記）に
基づき把握した新設・廃業情報につ
いては反映しない（当年）。
翌年からは年フレに収録されれば
入ってくる。

現行 見直し後

売
上
上
位
８
割

企
業
調
査

支
援
事
業

対
象

経済構造実態
調査対象
＜実測＞

経済構造実態
調査対象
＜実測＞

企
業
調
査

支
援
事
業

対
象
以
外

売
上
下
位
２
割

複
数
事
業
所

企
業

非調査
＜推計＞

照会対象
＜実測＞

（照会結果を反映）

単
独
事
業
所

企
業

非調査
＜推計＞

非調査
＜推計＞

【企業集計】 【事業所集計】

現行 見直し後

企業調査
支援事業
対象

経済構造実態
調査対象
＜実測＞

経済構造実態
調査対象
＜実測＞

企
業
調
査
支
援
事
業
対
象
以
外

複
数
事
業
所
企
業

非調査
＜推計＞

照会対象
＜実測＞

（照会結果を反映）

単
独
事
業
所
企
業

非調査
＜推計＞

非調査
＜推計＞

売
上
高
シ
ェ
ア

売
上
高
シ
ェ
ア

（約28万企業）

（約14万企業）

（約160万企業）

（約22万事業所）

（約130万事業所）

（約170万事業所）

※ 経済構造実態調査の対象企業は傘下事業所のみ対象。

92%
85%

経済構造実態調査への事業所・企業照会の反映



２ 経済構造実態調査の推計・集計方法の見直し
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〇事業所・企業照会で把握していない経理項目の補完について

売上高 費用総額
給与総額 租税公課

100,000

90,000 10,000 500

事業活動・生産物分類別売上高

06-12 自動車
小売業

19-05 自動車
整備サービス
（一般消費者

向け）

08-42 自動車
のレンタル
（一般消費者

向け）

80,000 15,000 5,000

年間商品販売額
卸売販売額 小売販売額

80,000 0 80,000

商品売上原価 年初商品手持額 年末商品手持額

70,000 6,400 8,000

売上高 費用総額
給与総額 租税公課

110,000
（事業所・企業
照会結果）

99,000 11,000 550

事業活動・生産物分類別売上高

06-12 自動車
小売業

19-05 自動車
整備サービス
（一般消費者

向け）

08-42 自動車
のレンタル
（一般消費者

向け）

88,000 16,500 5,500

年間商品販売額
卸売販売額 小売販売額

88,000 0 88,000

商品売上原価 年初商品手持額 年末商品手持額

77,000 7,040 8,800

【補完後】【過去値】 （万円）（万円）

■ 事業所・企業照会では、経済構造実態調査の表章項目のうち「売上高」以外は把握していない。

■ そのため、売上高以外の経理項目については、当該企業の過去値における売上高と各項目の比率を、
照会で把握した売上高に乗じて補完を行う。

※青字が補完値

費用総額は、売上の伸びで補定
→KKJ対象企業の欠測値補定でも、企
業単体の売上伸び率が得られる場合は、
同様に補定している。

減価償却費の例も必要？



表章項目 企業等数 売上（収入）
金額

年間商品販売
額

年間商品販売
額のうち卸売
販売額

年間商品販売
額のうち小売
販売額

費用総額 （主な費用項
目）給与総額

（主な費用項
目）減価償却
費

（主な費用項
目）租税公課

商品売上原価 粗付加価値額 純付加価値額

(表章単位) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円) (百万円)

企業産業分類（小分類）  
AR_全産業
AB_農林漁業
A_農業、林業
01_農業
011_耕種農業
012_畜産農業

３ 経済構造実態調査の集計事項の見直し
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〇減価償却費、粗付加価値額【追加】
〇商品売上原価（非商業企業）【削除】

■調査事項の見直しを踏まえ、集計事項についても以下の見直しを行う

企業等に関する集計（産業横断調査 調査票A関連）

〇営業外費用における支払利息【集計表を削除】

～

～

追加 非商業企業について商品販売額、売上
原価を削除する場合、当該集計事項も
削除

削除

※商業企業に係る商品売上原価については、
別途、商業項目関係の集計表にて表章



事項名 事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

事業内容区分（大
分類、一部中分
類）

項目名 電気、ガス、熱供
給、水道事業

通信、放送、映
像・音声・文字情
報制作事業

情報サービス、イ
ンターネット附随
サービス事業

運輸、郵便事業 運輸に附帯する
サービス事業

卸売事業（代理・
仲立事業を含む）

小売事業

表章項目 表章単位  

売上（収入）金額 (％) 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
費用総額 (％)

　給与総額 (％)

　減価償却費 (％)

　租税公課 (％)

粗付加価値率 (％)

純付加価値率 (％)

３ 経済構造実態調査の集計事項の見直し
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〇産業別主業の付加価値率【集計表を追加】

※「企業全体の事業別売上高の割合」については詳細な内訳を調査しないため、産業大分類レベルの表章

～

新設する調査事項「企業全体の事業別売上高の割合」から主業の売上高を調査対象企業ごとに算出

産業別に主業分の売上高及び費用額を集計し、売上高に対する主な費用項目の比率及び付加価値率を表章

企業等に関する集計（産業横断調査 調査票B関連）



事業所に関する集計（産業横断調査 調査票C関連）

３ 経済構造実態調査の集計事項の見直し
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〇事業所の年間商品販売額（商業企業）【集計表を削除】

〇事業所の産業1.5分類※別事業所数、売上高【集計区分の細分化】
事業所・企業照会の反映により事業所集計の精度向上が期待できるため、現行の産業大分類別から細分化

産業大分類 産業1.5分類※

I 卸売業、小売業 I1 卸売業

I2 小売業

K 不動産業、物品賃貸業 K1 不動産業

K2 物品賃貸業

M 宿泊業、飲食サービス業 M1 宿泊業

M2 飲食店、持ち帰り・配達飲食サービス業

（参考）売上高の表章に影響のある産業

※ 一つ又は複数の中分類から構成される、産業大分類よりも細かい区分


